
 

 医療的ケアを必要とするお子さんの就学について  

１ 基本となる就学までの流れ 

２ 医療的ケアを必要とするお子さんの考えられる就学先について

 

 

３ 就学先を検討する際に大事にしていること 

 

 

４ 就学に関連して検討が必要になること 

 

 

 

５ 就学先決定後 

 

 

 



 

 

〇一般企業や障害福祉サービス事業所などでの就労をはじめ、日中活動の場と

して、障害福祉サービスのうちの「生活介護」の事業所に通うことが考えら

れます。 

〇生活介護事業所では、障害者支援施設等で、常に介護を必要とする方に対

し、主に昼間において、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除

などの家事、生活等に関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の支

援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上

のために必要なリハビリなどの援助を行います。 

 

 

 
 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ６歳 12 歳 15 歳 １８歳  
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〇主に在学中の 6 歳から 18 歳までの障がいのある児童生徒を対象に、放課後や夏休みな

どの長期休業日に生活能力向上のための訓練および社会との交流促進等を継続的に提供す

るサービスです。 

〇1 か月の利用日数は、お子さんへの支援の必要性などを踏まえ、事業所と保護者が相談し

た上で、お住まいの市町村が総合的に判断し、決定します。利用に際して療育手帳や身体

障害者手帳は必須ではないため、学習障がい等の児童生徒も利用しやすい利点があります

（医師の診断書を求められる場合があります）。 

児童発達支援（通所事業所） 
放課後等デイサービス（通所事業所） 

～ 

幼稚園・保育所・認定こども園等 小学校 

 

 

 

 

中学校 

 

 

 

 

高等学校 

 

 

 

 

山形県立こども医療 
療育センター 

親子教室、育児相談、家庭訪問 など 

放課後 

児童クラブ 

特別支援学校 
早期教育相談・支援 

～ 

放課後等デイサービス 
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指導 
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指導 
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特別支援 

学級 

特別支援 

学級 

特別支援学校 

小学部 

特別支援学校 

中学部 

特別支援学校 

高等部 

特別支援学校 

幼稚部 

学校を卒業したら… 
 



 

 

 

 

（令和４年４月現在） 

障がい

種 別 
学 校 名 

幼
稚
部 

小
学
部 

中
学
部 

高
等
部 

所在地 
看護師の

配置状況 

視 覚 

障がい 
県立山形盲学校 ○ ○ ○ ○ 上山市  

聴 覚 

障がい 

県立山形聾学校 ○ ○ ○ ○ 山形市  

県立酒田特別支援学校 ★ 
○ ○ ○  

酒田市 〇 
 

 

 

 

 

 

 

 

知 的 

障がい 

 ○ ○ ○ 

県立米沢養護学校   ★  ○ ○ ○ 米沢市 〇 

 やまなみ学園分教室 

（やまなみ学園内） 

 ○ ○  
長井市  

長井校（長井市立豊田小内）  ○ ○  長井市  

西置賜校（長井工業高内）    ○ 長井市  

県立鶴岡養護学校   ★  ○ ○ ○ 鶴岡市 〇 

県立新庄養護学校   ★  ○ ○ ○ 新庄市 〇 

県立村山特別支援学校  ○ ○ ○ 山形市  

 山形校 

（山形市立第五小内） 

 ○   
山形市  

天童校 

（天童市立津山小内） 

 ○   
天童市  

県立楯岡特別支援学校  ○ ○ ○ 村山市  

 寒河江校 

（寒河江市立高松小内） 

 ○   
寒河江市 

 

大江校   ○ ○ 大江町  

県立上山高等養護学校    ○ 上山市  

県立鶴岡高等養護学校    ○ 鶴岡市  

肢 体 

不自由 
県立ゆきわり養護学校 ○ ○ ○ ○ 上山市 〇 

 

病 弱 

県立山形養護学校   ★  ○ ○ ○ 山形市 〇 

県立鶴岡養護学校 おひさま分教室 

（こころの医療センター内） 

 ○ ○  
鶴岡市  

・平成１５年度から看護師配置事業を実施しています。（配置校、人数は在籍状況による） 

・教員や看護師がお子さんの障がいの状態等について十分に理解し、学校生活を送る上で

安全にケアを行う体制を整えることが大切なため、新入学時及び新たな医療的ケアが必

要となった場合に、保護者の付添いをお願いする場合があります。 

・学校に通学しての学習が難しい場合には「訪問教育」（教員が家庭や病院を訪問して授業

を行う）もあります。（★印：訪問教育実施校） 

・学校見学などのご希望がありましたら、各校の教頭までご連絡ください。（→Ｐ68） 

県内の特別支援学校 



 

 

 

 
 
【 実 施】 各市町村（ 各市町村の取組状況については P5 7 参照）  
 
【 内 容】 寝たき り 状態の方の家族等に対し 、 紙おむつを 支給するこ と により 、  

本人及び家族の精神的、 経済的負担の軽減を 図り ます。  

 

 

 
 
【 実 施】 各市町村（ 各市町村の取組状況については P5 7 参照）  
 
【 内 容】 一時的に車椅子が必要になっ た方などに対し て、 貸出を行っ ています。  

     貸出期間や回数に関し ては各市町村窓口でご確認く ださ い。  

 

 

 
 
【 実 施】 各市町村（ 各市町村の取組状況については P5 7 参照）  
 
【 内 容】 重度の身体障がい者またはその障がい者と 生計を一にし ている方が、  

車いすの使用に配慮し た自動車への改造または車いすの使用に配慮し た  

自動車を 購入し た場合に助成するも のです。  

 

 

 

① 所得税・ 住民税の控除
 
【 窓 口】 所得税： 各総合支庁 納税管理担当課 

     住民税： お住まいの市町村 市町村民税担当課 
 
【 内 容】 扶養親族が障がい者である場合に、 課税対象額から 次の額が控除さ れます。  

 

➁ 自動車税環境性能割及び種別割の減免 
    

【 窓 口】 普通自動車税： 各総合支庁 税務担当課 

     軽 自 動 車 税： お住まいの市町村 市町村民税担当課 
 

【 対象者】 次のいずれかに該当する方。  

     なお、 減免を 受けるこ と ができ る自動車は、  

     軽自動車を 含めて障がいのある方１ 名につき １ 台に限り ます。  
 

内容 対象の方 税金の種類 控除額 

同居特別障害者 

扶養控除 
※市町村により 名称は 

多少異なり ます。  

身体障害者手帳１ ・ ２ 級、 療育手帳 A 、
精神障害者保健福祉手帳１ 級を お持ち の

方を 、 同居にて扶養し ている 方 

所得税 7 5 万円 

住民税 5 3 万円 

: 旧自動車取得税 

種 別 割: 旧自動車税 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 申 請】 □自動車税環境性能割・ 種別割減免申請書 
     □自動車検査証（ 車検証） の原本 
     □運転免許証（ 実際運転する 方のも の） の原本 

□障害者手帳の原本 
     □使用目的を 証する書類（ 通院証明書、 通学証明書、 通所証明書等）  
     □住民票謄本の原本（ 世帯全員分の住民票）  
     □印鑑（ 認印も 可）  
 

※ こ の他にも 、 減免申請の時期や運転の形態などによっ て必要と なる書類が変わり ます。  

また、 証明書の有効証明年月日などにも 細かい定めがあり ますので、 詳し く は窓口にお
問い合わせく ださ い。  

手帳及び障がいの区分 
障がいの級別 

本人運転の場合   家族運転・ 介護者運転の場合 

身

体

障

害

者

手

帳 

 

視覚障がい １ 級から ４ 級まで 

聴覚障がい ２ 級から ３ 級まで 

平衡機能障がい ３ 級のみ 

音声機能障がい 
咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る 

３ 級のみ 該当し ない 

肢体不自由 

上肢 １ 級から ２ 級２ 号まで 
（ ２級の２号・ ・ ・ ２級のうち両上肢障がいの方）  

下肢 １ 級から ６ 級まで １ 級から ３ 級１ 号まで 
（ ３級１号・ ・ ・ ３級のうち両下肢障がいの方）  

体幹 １ 級から３級、 又は５級のみ １ 級から ３ 級まで 

乳幼児期以前の非進行性脳 
病変による運動機能障がい 

上肢 １ 級から ２ 級両上肢まで 

移動 １ 級から ６ 級まで １ 級から ３ 級両下肢まで 

心臓・ 腎臓・ 呼吸器・ 膀胱・ 直腸・  
象徴機能障がい 

１ 級又は３ 級のみ 

肝機能障がい １ 級から ３ 級まで 

ヒ ト 免疫不全ウイルスによる 
免疫機能障がい 

１ 級から ３ 級まで 

療育手帳（ 知的障がい）  A 判定 

精神障害者保健福祉手帳（ 精神障がい）  １ 級 

【 運転者によっ て、 減免の対象と なる要件が異なり ます】  
      
○「 本人運転」 の場合・ ・ ・ 上記の身体障害者手帳をお持ちの方本人が運転する も の。  

○「 家族運転」 の場合・ ・ ・ 上記の障害者手帳をお持ちの方の通学、 通院、 通所等のために継続 

               かつ反復し て、障がいのある方と 生計を同じ く する方が運転するも の。 

               月１ 回以上、 障がいのある方のために運転するこ と が必要。  

 ○「 介護者運転」 の場合・ ・ ・ 上記の障害者手帳を お持ちの方が単身で生活し ている世帯である場合 

又は世帯全員が上記（ 家族運転・ 介護者運転） の障害者手帳を お持ち 

の場合に、 その障がいのある方の通学、 通院、 通所等のために、  

障がいのある方を常時介護する方が継続かつ反復し て運転するも の。  

週３ 回以上、 障がいのある方のために運転するこ と が必要。  



  

① 福祉タクシー利用助成、福祉給油券の交付  
 

【実 施】各市町村 

（各市町村の取組状況については P57 参照） 
 

【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課 
 

【内 容】 ～山形市の場合～ 

 
【申 請】□所定の申請書 

□各障害者手帳 
 

 

 

➁ タクシー運賃の割引  
 
【内 容】乗車時に割引の対象者であることを伝え、運賃支払い時に手帳を提示すると、 

運賃が１割引されます。 

 
 
【対 象】身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方 

 

 

③ バス運賃の割引等  
 
【内 容】各障害者手帳を乗務員に提示することで、運賃が割引されます。 

     

     （第１種身体障害者手帳、療育手帳 A 判定、精神 
障害者保健福祉手帳１級）

 
【対 象】障害者手帳をお持ちの方 

 

 

 

 対象者 交付枚数 助成額 

普通タクシー

利用券 

・身体障害者手帳１級から３級 

・療育手帳 A 判定 

・精神障害者保健福祉手帳１級から３級 

24 枚／年 
※視覚障がい１級
の方は 36 枚／年 

500 円／枚 

リフト付き 

タクシー  

利用券 

身体障害者手帳をお持ちの方のうち、 

下肢、体幹、移動機能障がいの個別等級が 

１・２級の方 

24 枚／年 
大型車 2,870 円／枚 

中型車 2,450 円／枚 

小型車 1,960 円／枚 

福祉給油券 

・身体障害者手帳１級から３級 

・療育手帳 A 判定 

・精神障害者保健福祉手帳１級から３級 

12 枚／年 500 円／枚 



  

④ 国内航空運賃の割引  
 
【内 容】航空路線の国内線を利用する場合、航空券購入窓口で手帳を提示することで、 

運賃の割引を受けることができます。 
 
【対 象】障害者手帳をお持ちの方及びその介護者１名 
     

障害者手帳をお持ちの方（本人） 介護者 

年齢 適用運賃 適用運賃 

満 12 歳以上 障がい者割引 障がい者割引 

満３歳以上 12 歳未満 小児運賃 障がい者割引 

２歳未満で 

座席を要しない場合 
無料 通常運賃 

     

 
 

⑤ JR 等鉄道運賃の割引  
 
【内 容】切符の販売窓口で身体障害者手帳、療育手帳を提示することで、運賃が５割引 

されます。 
 

～JR 東日本の場合～ 

 

 

 

⑥ 有料道路通行料金の割引  
 
【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課 
 
【内 容】通学や通院などで有料道路を利用される方に対し、事前に登録された自動車１台

について、通行料金を割引するものです。割引率は 50％以下です。 

    

 

手帳の種類 ※１ 
乗車券等の 

種類 
割引対象の区分 

介護者付き 単独 

本人 介護人 本人 

第１種 

身体障害者 

知的障害者 

        

普通乗車券 
片道 100 ㎞以内 ○ ○ — 

片道 100 ㎞を超える場合 ○ ○ ○ 

定期乗車券 
本人が 12 歳以上 ○ ○ — 

本人が 12 歳未満 ※２ ○ — 

急行券 （特急券は除く） ○ ○ — 

第２種 

  身体障害者 

  知的障害者 

普通乗車券 片道 100 ㎞を超える場合 — — ○ 

定期乗車券 本人が 12 歳未満 ※２ ○ — 



  

【対象者】

      身体障害者手帳をお持ちの方 
 
     

      身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方のうち、手帳の「旅客鉄道株式会社

旅客運賃減額」欄に「第１種」の記載のある方。 
 
【申 請】手帳を管理している市町村障がい福祉担当課で事前に登録が必要です。 
     

      □障がい者本人の身体障害者手帳又は療育手帳 

      □登録を申請される自動車の自動車検査証等 

      □利用される ETC カード（ETC 利用時のみ） など 

 

 

⑦ 駐車禁止除外指定車標章  
 
【内 容】身体障がい者等で歩行が困難な方が使用する車を、近くに駐車場がない等でやむ

を得ず一時的に駐車禁止の場所に駐車しなければならない方に、山形県公安員会

が駐車禁止除外指定車標章を交付します。車両を特定しない申請者本人に対する

対人標章になります。 
 
【お問合せ先】各警察署 または 山形県警察本部交通規制課 ℡023-626-0110 

 

 

⑧ 身体障がい者等用駐車施設利用証  
 
【内 容】県内の公共施設や民間施設などの、「身体障がい者等用駐車施設」の案内表示が

設置された車いす使用者用駐車施設へ駐車の際は、山形県発行の「身体障がい者

等用駐車施設利用証」の表示が必要になります。利用できる方を明らかにするこ

とで、適正な利用を推進します。 
 
【申 請】□交付申請書 

□運転免許証 

□身体障害者手帳・療育手帳の写し 

 
【問い合わせ先】 

     ・県庁 地域福祉推進課       ℡ 023-630-2268 

     ・村山保健所  地域健康福祉課  ℡  023-627-1143 

     ・最上総合支庁 地域健康福祉課   ℡ 0233-29-1277 

     ・置賜総合支庁 地域保健福祉課  ℡ 0238-26-6031 

     ・庄内総合支庁 地域保健福祉課  ℡ 0235-66-5654 

 
 

⑨ 駐車場料金の減免  
 
【内 容】障がい者の方が乗車している車を次の駐車場に駐車した場合、料金が減免され 

ます。 
 
【申 請】精算前に駐車場の係員にご連絡の上、手帳を提示してください。 
 



  

【対象者】・身体障害者手帳１級から３級 

    ・療育手帳 A 又は B 判定 

・精神障害者保健福祉手帳１級から２級 
 
【対象施設】・山形市中央駐車場         ・山形市香澄駐車場 

         ・山形市大手町駐車場        ・山形市済生館前駐車場 

         ・山形市東口交通センター駐車場   ・山形駅西口駅前広場駐車場 

 
 

⑩ 施設使用料の免除  
 
各障害者手帳を受付等で提示することで、使用料や入館料、入園料が免除される施設 

があります。 

 

 

⑪ NHK 受信料免除  
 
【内 容】申請手続きを行うことで、NHK 受信料が免除されます。 

     
 
【対 象】障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税 

非課税の場合。 
 
【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課 
 
【お問い合わせ先】フリーダイヤル：0570-077-077 

      
 

⑫ NTT 番号案内料無料  
 
【内 容】電話帳の利用が困難な視覚・聴覚・上肢などの不自由な方、知的障がい及び精神障

がいのある方を対象に、番号案内料を無料とする「ふれあい案内」が提供されてい

ます。なお、利用前に登録が必要となります。 
 
【対象者】・身体障害者手帳 視覚障がい：１級～６級 

              聴覚障がい：２・３・４・６級 

              肢体不自由（上肢・体幹など）：１級・２級 

              音声・言語・そしゃく機能障がい：３・４級 

・療育手帳 A、B 判定  

・精神障害者保健福祉手帳１級～3 級 
 
【問い合わせ先】フリーダイヤル：0120-104-174 

 
 

  山形県に登録をした、NPO 法人等が行っているサービスです。身体障がいのある方や 

 介護の必要な方など、移動が困難な登録会員に対して行われています。対象者・料金等の

内容については各法人で異なっています。 

 

【問い合わせ先】お住まいの市町村担当課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

買い物などで外出すると き は、 公共交通機関以外に、 自家用車で移動さ れる方が多いと

思います。 お住まいの市町村によっ ては、 タ ク シー券の交付をはじ め、 自動車の燃料費や

購入費・ 改造費の助成などを行っ ています。 様々なサービスを 使っ て、 でき るだけ負担を

減ら すこ と も 大事です。  

福祉車両の選び方 

〇福祉タ ク シー 

福祉タ ク シーと は、 タ ク シー会社などが運営し ている（ 身体） 障がい者の 

外出をサポート し てく れるタ ク シーのこ と です。  

車いすやバギー型車いすのまま乗車でき る スロ ープやリ フ ト 付き の福祉車両が

使われていて、 予約すればお子さ んと 介護者が利用でき ます。  

 また、 乗車時と 降車時にヘルパーが介護を行う 介護タ ク シーや、 運転業務のみを

行う ド ラ イ バー派遣も あり ます。  

 詳し く は、 お近く のタ ク シー会社にお問い合わせく ださ い。  

 

〇福祉有償運送 

 福祉有償運送と は、Ｎ Ｐ O 団体などが高齢者や障がい者を対象に、 タ ク シーのよ 

う に送迎し てく れるサービスのこ と です。  

一般車両のほか、 福祉車両が使われている場合も あり ます。  

利用する ためには、 会員登録と 年会費が必要ですが、 福祉タ ク シーより も 送迎代 

が安く 、 お住まいの市町村によっ ては、 助成を受けら れるこ と も あり ます。  

 サービ スの対象者や利用料金などの内容は、 各団体にお問い合わせく ださ い。  

福祉車両には、 スロープ式と リ フ ト 式の２ 種類があり ます。  
〇スロ ープ式 
 （ 長所）  ・ ２ 列目に車いすを乗せるこ と ができるので、 介護者が隣に座っ てケアし やすい。  

     ・ 運転席から お子さ んまでの距離が近いので、 振り 向いて様子が確認できる。  

      ・ ３ 列目のシート に同乗者が乗車できたり 、 荷物を載せるこ と ができる。  

 （ 短所）  ・ ３ 列目のシート がある所を通っ て２ 列目に車いすを載せるので、 ３ 列目に荷物を 

載せていたら 、車いすが通る度にシート をたたんだり 、荷物の積み下ろし が必要。 

〇リ フ ト 式 

 （ 長所）  ・ ２ 列目のシート がフ ルに使える。  

      ・ 乗り 降り がと ても 楽。  

 （ 短所）  ・ ３ 列目に車いすを固定するため、 介護者は２ 列目に座っ て振り 向いてケアを行う  

       必要があり 、 長距離では介護者の負担が大きく なる。  

      ・ 運転席から お子さ んまでの距離が遠いので、 表情が確認し にく い。  

 

      （ スロープ式）               （ リ フ ト 式）  

      

 

 

 

 

 

 

福祉タ ク シー・ 福祉有償運送 ※事業内容は、 地域によっ て異なり ます。  



 

 

また、 山形県では、 お子さ んの定期通院の際に通院の負担を軽減するため、 通院 

支援事業を実施し ています。 通院支援事業には、 訪問看護師の付添いと 、 運転手派遣 

の２ つがあり ます。                  （ 関連ページ→P5 4 ）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ なお、 地域の事業者（ 訪問看護ステーショ ン、 タ ク シー会社） から の協力が難し い場合、  

予算を超える申込みがあっ た場合は、 利用でき ない場合があり ます。  

 
〇訪問看護師の付添い 

・  ご家族の運転する 自家用車に同乗し てお子さ んのケアを行い、 通院に同行し ます。 

・  日常、 訪問をお願いし ている看護師が同乗し ます。（ 看護師がお子さ んの医療的ケ

アを 習得し ている 必要がある ため、 日常的に訪問看護を 利用さ れていない場合は

ご利用いただけません。）  

・  診察の待ち時間等、 病院内も 看護師が付き添う こ と を想定し ています。  

・  ご家族が加入さ れている自動車保険において、 事故時に、 ご家族以外の同乗 

者も 補償の対象になる内容かご確認をお願いし ます。  

 

〇運転手派遣 

 ・  タ ク シー会社のド ラ イ バーが、 ご家族の車を 運転し ます。 ご家族は同乗し て 

お子さ んのケアを し ます。  

 ・  女性ド ラ イ バーを 希望さ れる 場合には、 その旨を タ ク シー会社と 協議し ます。  

 ・  基本的に、 病院内での付添いは想定し ており ません。  

 ・  ご家族が加入さ れている 自動車保険において、 運転手の『 本人限定』 や『 家族限

定』 の特約を 設定さ れている場合、 ご利用時の特約解除の手続き が必要と なり ま

す。  

 

通院支援事業 

 

【 窓 口】 山形県障がい福祉課 

【 対 象】 日常的に医療的ケアを 必要と する、 当該年度に 1 8 歳に到達する 

までのお子さ んがいる ご家庭。  

【 内 容】 ◎ 通院距離に関係なく ご利用でき ます。  

     ◎ 利用料は無料です。  

     ◎ ひと つの通院先に対し て、 月１ 回、 年 1 2 回までご利用いただけ 

ます。  

【 利用の流れ】  

１ ．『 通院支援利用申込書』 を郵送または電子メ ールで県へ提出。  

     ２ ． 利用申込家族のご自宅近隣の訪問看護ステーショ ン等または 

タ ク シー会社と 県と の間で業務委託契約を 締結。  

３ ． 利用申込家族と 県、訪問看護ステーショ ンまたはタ ク シー会社で 

利用に向けた調整を行う 。  

     ４ ． 利用開始。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療的ケア児等医療情報共有システム（ MEIS ﾒｲｽ）  

退院し て間も ないお子さ んをも つパパやママなら 、 旅行どこ ろ か、 近所に外出す

るのも 不安に感じ ると 思います。 徐々に距離を延ばし て、 いつかは家族旅行を 楽し

みたいですね♪ 

旅行すると きのポイ ント  

全国どこ でも 必要な医療を 受けら れるよう 、医療的ケア児等の症状や診察記録を 共有

するシステム（ M EIS） が、 令和２ 年７ 月よ り 本格運用さ れまし た。 こ れまで、 お子さ

んが旅行などで出かける場合には、家族は急な発作に備えて外出先周辺の病院の情報を

集めたり 、お子さ んの医療データ を 持ち歩いたり し なければいけませんでし たが、M E IS

を活用するこ と により 、 万が一外出先で救急搬送さ れた場合でも 、 救急隊員や搬送先の

医療機関がスマホやパソ コ ン等で医療的ケア児等の情報を 閲覧でき るよう になり ます。 

※ 詳し いシステムの概要や申し 込み方法は厚生労働省の 

H P をご覧く ださ い。         

〇近所の外出から 、 徐々に距離を延ばし てみまし ょ う 。 お子さ んと  

の外出に慣れていければ、 いつかは旅行も 楽し めると 思います。  

〇新幹線を 利用さ れる場合は、 多目的室（ 個室） がお薦めです。  

             多目的室は、 障がいのある方が優先的に使えます。  

室内にはベッ ド 兼用シート があり 、ベッ ド と し て利用す

る場合は、 大人一人が横になれる程度の広さ があり ます。

車両によっ ては、 介護者用の椅子も 用意さ れています。  

通常は施錠さ れていますので、 使いたい場合は、 車掌に

申し 出て、 解錠し ても ら いまし ょ う 。  

なお、 東北・ 北海道・ 上越・ 北陸・ 山形・ 秋田の各新幹

線（ JR 東日本、 北海道の新幹線） では、 多目的室は一切

予約でき ませんので、 ご注意く ださ い。  

〇バリ アフ リ ー対応の宿泊先は、 障がいのある方の接遇に慣れていて、 協力的な場

合が多いと 思います。宿泊時にこ う し たいと いっ た要望を リ スト アッ プし てから 、

イ ンタ ーネッ ト や旅行代理店で調べたり 、 宿泊し たい旅館などに直接問い合わせ

たり し て、 利用し やすい宿泊先を 探し ておく と 安心ですね♪ 

〇特に、初めての旅行では、お子さ んの容態が悪く なるこ と が一番心配になり ます。

「 宿泊先までの行程で具合が悪く なっ たら 、 すぐ に病院に行けるか」、「 宿泊先か

ら 病院まで 3 0 分以内に行けるか」 なども 調べたいと こ ろ です。  

〇酸素濃縮器については、 宿泊先に用意し ても ら えるよ う 、 事前に業者に相談し て

おき まし ょ う 。  

 

M E IS 



医療的ケア児等医療情報共有システムについて

• 医療的ケアが必要な児童等が救急時や、予想外の災害、事故に遭遇した際に、全国の医師・医療機関が迅速に必要な患者情報を
共有できるようにするためのシステム。

• 平成28年度に調査研究、平成29年度にプロトタイプシステムを活用した実証実験を実施。

• 令和元年度には調査研究や実証実験を踏まえて全国展開に向けたシステムの改修（※）及びプレ運用を行う。（プレ運用に向けた事
前登録者数：1,743名）
※ 医療的ケア児とその家族が使いやすい画面構成への変更、情報入力に際しての医師の負担軽減等を目的としたシステム改修

• 令和２年度から本格運用。

医療情報項目の確認

閲覧

( 臨時I D取得)

※検討中

病院主治医
かかり つけ医

緊急時に対
応する医師

クラウド

本人ID取得・入力・閲覧

利用の流れ

①申請

主治医に、利用希望を伝え、
申込み書に、主治医情報を
書いていただく

②基本情報、ケア記録登録

本人情報、緊急連絡先、
障害の状態、常用薬などの、
基本情報や、日々のケア記録を入力

③診療情報登録

④救急サマリー作成

主治医やかかりつけ医と相談し、
基本情報や診療情報から
救急サマリーを作成する

⑤救急サマリーの利用

救急時に、救急サマリーを
確認し、適切な治療を行う
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医師の指示のも と に、 発達の遅れや障がいのある子ども ひと り ひと り のニーズに合わせ、  

身体の機能や能力の獲得を図り 、 また家族支援を 含めた QOL（ 生活の質） の向上を目指し  

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

入所し て医療や療育を必要と する障がい児に対し て、 状態に応じ た治療や看護、 リ ハビリ テ

ーショ ン、 生活支援や発達支援などを行っ ています。  

また、 ゆき わり 養護学校と 隣接し ており 、 治療を 受けながら 入所中に学校教育を 受ける こ と

ができ ます。  

 

 

 

 

 

診療科目 診療日 診療時間 

整形外科 

（ リ ハビリ テーショ ン科）  

月曜日～金曜日  8 ： 4 5 ～1 ２ ： 0 0  

（ 装具診） 月・ 木曜日 1 3 ： 0 0 ～1 7 ： 0 0  

小児科 月曜日～金曜日   8 ： 4 5 ～1 7 ： 0 0  

歯科 月曜日～金曜日   8 ： 4 5 ～1 7 ： 0 0  

耳鼻咽喉科 月曜日   8 ： 4 5 ～1 ２ ： 0 0  

精神科 第１ ・ ３ 月曜日 1 3 ： 0 0 ～1 7 ： 0 0  

泌尿器科 第４ 水曜日 1 3 ： 0 0 ～1 7 ： 0 0  

診療科目 診療日 訓練時間 

理学療法 

月曜日～金曜日 9 ： 0 0 ～1 7 ： 1 0  作業療法 

言語聴覚療法 

医療・ 療育の面から 、 子ども たちのはぐ く みのお手伝いを

し ている施設です。  

〒9 9 9 -3 1 4 5   山形県上山市河崎三丁目７ －１  

☎0 2 3 -6 7 3 -3 3 6 6 （ 代表）   fa x 0 2 3 -６ 7 3 -3 7 5 7  

【 開設時間】 月～金 8 ： 3 0 ～1 7 ： 1 5  

（ 祝日・ 年末年始（ 1 2 /2 9 ～1 /3 ） を 除く ）  

★医療型障がい児入所施設部門 

★リ ハビリ テーショ ン部門 

 

★外来診療部門 ※予約制です。  

 



 

 

 

身体に障がいのある乳幼児のう ち、保護者の方と 一緒に短期間入所するこ と

により 療育効果が得ら れる 場合に、 治療やリ ハビリ テーショ ン、 療育支援を  

行っ ています。  

 

 

 

在宅で障がい児（ 者） を介護し ている ご家族がご病気等の理由により 家庭での介護が困難に

なっ た場合などに、 短期入所サービスを提供し ます。 また、 当セン タ ーと 委託契約し た市町村

にお住まいの方に対し 、 日中一時支援（ 日帰り サービス） を 提供し ます。  

 

 

 

 

身体が不自由なお子さ んや、 言葉や発達に遅れのあるお子さ んを 対象に、 保護者の方と 一緒

にまたは単独で通園し ながら 、 発達支援やリ ハビリ テーショ ンなどを 行っ ています。  

 

 

 

   相談・ 療育支援課では、 障がいのある お子さ んに関する各種相談、 福祉      

サービスや相談機関・ 施設（ 関係機関） などの情報提供、 関係機関と の  

連絡や調整を 行っ ています。  

 【 開設時間】 月～金 ８ ： ３ ０ ～１ ７ ： １ ５  

（ 祝日・ 年末年始（ 1 2 /2 9 ～1 /3 ） を 除く ）  

※ 相談・ 療育支援課は、 相談・ 入所者玄関の近く にあり ます。  

 

 

 

 

 ○発達障がいに関する相談・ お問合せ ☎0 2 3 -6 7 3 -3 3 1 4  

  【 開設時間】 月～金 8 ： 3 0 ～1 7 ： 1 5  

（ 祝日・ 年末年始（ 1 2 /2 9 ～1 /3 ） を 除く ）  

★相談部門 

 

★短期入所及び日中一時支援事業 

 

★親子入所 

 

発達障がいがある方やご家族が安心し て地域で暮ら すこ と ができるよう 、日常生活に関わ

る様々なご相談を 受け、 助言や情報提供を行う と と も に、 必要に応じ て関係機関と 連携を 図

り ながら 支援し ています。  

 また、 発達障がいに関する 正し い理解や支援方法を広めるために、 講演会や研修会なども

開催し ています。  

 

★山形県発達障がい者支援センタ ー 

  

★医療型・ 福祉型児童発達支援センタ ー 

 



 

 

 

 
 

  〒997-0013  山形県鶴岡市道形町 49-21 

  ☎0235-23-4584（代表）   fax 0235-23-4595 

 

  
  

障がい児療育の拠点施設であるこども医療療育センターは上山市にあり、庄内地域に住ん

でいる障がい児が通所して療育を受けることが難しい状況がありました。こうしたことから、

庄内地域の障がい児の在宅支援拠点施設として、こども医療療育センターの支所として設立

されました。支所は、肢体不自由をはじめ、言葉や知的な発育に遅れ等のあるすべての障が

い児の通所による療育、訓練に重点を置いた施設です。 

 

 

  ・ 原則予約制です。（受付時間 8：30～17：15） 

  ・ 休診日：土・日曜日、祝祭日、年末年始（12/29～1/3） 

  ・ 内科は、リハビリ前の診療のみとなります。 

 

 

 

 

 

 
 

 ※ リハビリ前に、内科の診療があります。 

 

 

  障がいのあるお子さんに関する各種相談、情報提供や関連機関との調整を行っています。 

  （月曜日～金曜日 9：15～16：30） 

診療科目 診療日 診療時間 

内科 月曜日～金曜日  8：30～17：15 

小児科 

第２・４火曜日 10：00～16：00 

隔週木曜日  8：35～17：00 

第１・３・５金曜日 10：00～17：00 

整形外科 第２・４金曜日 10：00～15：00 

歯科 
火・水曜日 10：00～15：30 

第１・３金曜日 10：00～17：00 

診療科目 診療日 訓練時間 

理学療法 

月曜日～金曜日 8：50～17：05 作業療法 

言語聴覚療法 



 

 

★医療的ケア児及び家族への支援内容 

◇小児慢性特定疾病児童等交流会の開催 

  児童やその家族のための交流会を 開催

し 、 児童が相互に交流し たり 、 同じ 状況

にある ご家族同士がお悩みや不安な気持

ちを語ら い療養生活に係る情報を 共有し

たり する機会を 提供し ています。  

 

〒9 9 0 -0 0 2 1   山形県山形市小白川町 2 -3 -3 0 （ 山形県小白川庁舎 1 階）  

TEL・ FA X： 0 2 3 -6 3 1 -6 0 6 1  

TEL： 0 2 3 -6 6 4 -0 1 7 9 （ 小児慢性専用）  

【 開設時間】 月～金 9 ： 0 0 ～1 6 ： 0 0 （ 祝日、 1 2 /2 9 ～1 /3 を 除く ）  

〇相談は無料です。  

●電話・ FA X・ メ ール相談（ e-m a il： n a n b yo u -y@ eb o n y.p la la .o r .jp ）  

●面接相談（ 予約を お願いいたし ます。）  

●W eb （ Zoom 利用） による相談も 可能です。  

ホームページ h ttp ： //w w w 1 7 .p la la .o r.jp /n a n b you -yam a g a ta / 

◇小児慢性特定疾病児童等自立支援員に 

よる相談支援 

  「 小児慢性特定疾病児童等自立支援員」

が、 療養や日常生活で困っ ている こ と 、

入園、 入学、 就職など に関する お悩みに

ついて、 面接・ 電話・ メ ール等で相談を

受け付けています。  

 

◇ハロ ーワーク その他就労機関等と の連携 

  就労の支援や一般就労の機会を拡大するため、 ハローワーク その他就労支援機関等

と 連携を 図り 、 就労に関する必要な支援や情報の提供を行っ ています。  

 

◇出張相談会の開催 

  難病相談支援セン タ ーへの来所が困

難な方のために、 小児慢性特定疾病児童

等自立支援員が、 最上、 置賜、 庄内各地

域に出張し 、 相談会を 開催し ます。  

 

◇自立・ 就労に向けたフ ォ ローアッ プ 

  自立・ 就労に向け、 個別支援が必要な児童

に対し て、 児童の状況・ 希望等を踏まえ、 地

域における 各種支援策の活用について実施

機関と 調整し 、 自立に向けた計画を策定する

こ と の支援やフ ォ ローアッ プを実施し ます。  

 

※山形県（ 村山・ 最上・ 置賜・ 庄内保健所） から 「 小児慢性特定疾病医療費受給者証」 の交付を

受けた方が対象です。ただし 、交付前の方から の医療費支給認定申請に係る相談も 受け付けます。 

なお、 山形市の中核市移行に伴い、 山形市民に係る相談業務は、 山形市保健所が行っ ています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 「医療的ケア児等」には、「1 8 歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児

でなく なった方」を含みます。 

専門性が高く 、 また、 さ まざまな機関から の関わり が必要と なる医療的ケア児やその家

族等への支援について、「 情報の集約点」 と なる と と も に、 支援の調整について中核的な

役割を 担う こ と を 目指し たセンタ ーです。  

◇医療的ケア児やそのご家族等に対する 
 相談対応 
 

こ れまで「 どこ に相談し たら いいのか分から

ない」 状況にあっ た医療的ケア児やそのご家族

等から のさ まざまな相談を、 まずはし っ かり と

受け止めたう えで、 関係機関と 連携し て総合的

に対応し ます。  
 

◇医療的ケア児及びその家族等に対する支援に関し て、 関係機関等と の連絡調整 
  

医療、 保健、 福祉、 教育、 労働等さ まざまな専門分野における関係機関から の協力が必要と

なる場合にも 、 綿密かつ円滑な連携が図れるよう 、 日頃から 情報共有等を通じ た信頼関係の構

築に努め、実際に調整を必要と する場合にあっ ては、中核と なっ てコ ーディ ネート を行います。 
 

 

【所在地】 

〒990-9585   

山形県山形市飯田西二丁目２ 番２ 号 

国立大学法人山形大学医学部附属病院 地域医療連携センター内 

T E L  023-628-5533 

E-m a il  m ccsc-yam ag ata@ m w s1 . id . yam ag ata-u . ac. jp  （ 代表）  
 
【開設時間】 

 月～金 8 : 30～17 : 00（ 祝日、年末年始を除く）   
 
●利用は無料です。 

●対面での相談をご希望の場合は、電話での事前予約をお願いします。 

◇関係機関等や、 そこ に従事する方々への 
 情報提供及び研修の実施 
 

医療、 保健、 福祉、 教育、 労働等の業務を行

う 関係機関に対し 、 支援を必要と する医療的ケ

ア児等の実態や支援ニーズ、 又は最新の施策や

好事例についての情報を提供し ます。  
 


